
永倉建築設計事務所【設計評価・長期優良住宅サポート業務フロー】

●認定図書作成・申請代行の作業の流れ

※審査機関及び所管行政庁への申請料は別途かかりますので、あらかじめご了承願います。

※構造計算等その他資料の作成が発生した場合、別途料金がかかりますので、ご了承願います。

※長期優良住宅の所管行政庁への認定申請は、お客様で行って頂きますので、あらかじめご了承願います。

工務店・ビルダー

・性能評価申請書
・委任状
・建物求積図
・案内図
・配置図
・平面図
・立面図
・矩計図
・内外部仕上表
・基礎伏図
・構造伏図
・確認申請書1～5面
・サッシ品番カタログ等
・UB品番等
・防蟻剤認定書等
・その他大臣認定書等
※長期優良の場合
・技術的審査依頼書

・長期優良住宅申請書
・維持保全計画書

図書作成・申請代行会社 評価機関

・必要性能の確認
・取得等級に必要な
図書、情報の収集
・評価方法基準による
計算書作成
・構造等級の確認

・申請書作成のため
質問・修正依頼

・質疑回答のために
質問・修正依頼
・質疑回答書の作成

申請図書の審査

質疑書発行

評価書・適合証の発行
評価書・適合証+申請図書

を郵送

送付

やりとり 申請7～10日

やりとり やりとり

工務店・ビルダーへ郵送

＜7日＞

＜7～10日＞

※長期優良住宅の場合、
所管行政庁へ申請

※建設評価を行っている
場合、第三者の現場検査

を行う


